
JP 4914834 B2 2012.4.11

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カラー印刷用の色の生成に適している少なくとも一つのカラーインクの処方を電子的に
選択する方法であって、前記色の生成は少なくとも一つの基準に基づいており、通信ネッ
トワークを介して接続した一つ以上のサイトプロセッサとユーザー端末を含むシステムに
おいて、該一つ以上のサイトプロセッサは以下を記憶している記憶装置を備え；
　（ｉ）　複数の色を表す電子色情報を検索可能に記憶する電子カラーライブラリ、
　（ｉｉ）　複数の色表現に関するデータを検索可能に含むカラーフォーマットテーブル
；
　（ｉｉｉ）　色に影響を与える可能性のある複数の基準に関するデータを検索可能に記
憶する基準テーブル；
　（ｉｖ）　複数の印刷方法に関するデータを検索可能に含む印刷技術テーブル；および
　（ｖ）　複数のハードウェア装置に関するデータを検索可能に含むハードウェア装置テ
ーブル；
　該ユーザー端末は、
　（ａ）　該記憶された検索可能な電子色情報を表示するためのユーザーインターフェイ
ス（Ｓ２００）；並びに
　（ｂ）　以下を記憶している記憶装置；
　（ｉ）　前記複数の色から電子的に色の選択を行うためのインターフェイスを提供する
電子的な色選択モジュール、および
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　（ｉｉ）前記複数の基準から電子的に基準の選択を行うためのインターフェイスを提供
する電子的な基準選択モジュール；を含み、
　ここで、該サイトプロセッサは、カラー印刷の生成に矛盾が生じるか又は不可能である
可能性を当事者に通知する方法であって、
　（ａ）　該電子カラーライブラリが、さらに複数のカラーインク処方を電子的に記憶し
、該カラーインク処方のそれぞれはカラー印刷のための少なくとも１つの色を生成するた
めに、複数の基準の少なくとも１つに基づいて適当なカラーインクを定義することができ
；
　（ｂ）　該プロセッサからデータをユーザー端末に送り、該端末は該データが端末ディ
スプレイで表示できるようにデータを処理し、ディスプレイに電子カラーライブラリに記
憶された電子的色情報により表される複数の色の電子的色パレットを表示し（Ｓ２０２）
；
　（ｃ）　カラー印刷を生成するための色を該インターフェイス上で定義し；
　（ｄ）　該電子的な色選択モジュールにより、複数の色から電子的に色の選択を行い；
　（ｅ）　該電子的な基準選択モジュールにより、複数の基準から電子的に少なくとも１
つの基準の選択を行い；
　（ｆ）　前記（ｃ）で選択された色のデータおよび（ｄ）で選択された基準データを、
該プロセッサに送り、該電子カラーライブラリから選択された色にリンクされた記憶され
た電子的色情報を電子的に受信し（Ｓ２０４）；
　（ｇ）　電子的色情報に関連付けられたすべてのカラーインクの処方を電子カラーライ
ブラリから電子的に検索し（Ｓ２０６）、選択された色を生成するために適当なカラーイ
ンク処方を選択し；
　（ｈ）　選択されたカラーインク処方をユーザー端末に送り、結果をユーザー端末の記
憶装置に保存し；
　（ｉ）　ユーザー端末の記憶装置からデータを読み込み、選択された色を生成するため
に適当なカラーインク処方をユーザーの選択のために表示し（Ｓ２０８）；
　（ｊ）　選択された色および選択された少なくとも１つの基準に基づいて１つ以上のカ
ラーインク処方を電子的に選択することを含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、選択された１つ以上のカラーインクの処方を、色製品
開発専門家の端末に電子的に送信するステップを含む方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法であって、前記色製品開発専門家は、製造業者、分離業者、印刷
業者、デザイナー、及びインク製造業者のうちの少なくとも一つである方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法であって、前記基準は、下地、経済的なコスト、入手可能性、及
び顔料処方のうちの少なくとも一つである方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法であって、前記基準は、色が、日光、水、溶媒、酸、アルカリ、
温度、湿度、磨耗、割れ、曲げ、可視光線、及び紫外線のうち少なくとも一つに抵抗する
能力である方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法であって、前記通信ネットワークはインターネットである方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法であって、前記通信ネットワークはイントラネットである方法。
【請求項８】
　請求項１に記載の方法であって、前記色情報は、スペクトルデータ、ＣＩＥＸＹＺ、Ｃ
ＩＥＬＡＢ、ＣＩＥＬＵＶ、ＣＩＥＵＶＷ、色スペース、色度座標ｘｙ、ｕ”ｖ”、及び
ｕｖ、ＲＧＢ、ＣＭＹＫ、ＨＬＳ、ＨＩＳ、ＨＳＶ、及びＨＶＣを含むコンピュータグラ
フィックスの三原色、マンセル表記法、スウェーデンのＮａｔｕｒａｌ　Ｃｏｌｏｒ　Ｓ
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ｙｓｔｅｍ表記法、ＣｏｌｏｒＣｕｒｖｅ表記法、ＲＡＬ表記法、Ｐａｎｔｏｎｅカラー
番号、ＤＩＣカラー番号、オパールトーン、ＤＩＮカラー表記法、Ｃｏｌｏｒ　Ｍａｒｋ
ｅｔｉｎｇ　Ｇｒｏｕｐカラー名、並びに米国カラー協会の色名のうち少なくとも一つと
して与えられる方法。
【請求項９】
　請求項１に記載の方法であって、更に、前記複数の色の各々に割り当てられた名前を規
定するステップを含む方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の方法であって、電子カラーライブラリは少なくとも一つのサイトプロ
セッサ上に存在する方法。
【請求項１１】
　複数のカラーインクの処方の選択を電子的に提供する方法であって、通信ネットワーク
を介して接続した一つ以上のサイトプロセッサと１つ以上のユーザー端末を含むシステム
において、該一つ以上のサイトプロセッサは以下を記憶している記憶装置を備え；
　（ｉ）　複数の色を表す電子色情報を検索可能に記憶する電子カラーライブラリ、
　（ｉｉ）　複数の色表現に関するデータを検索可能に含むカラーフォーマットテーブル
；
　（ｉｉｉ）　色に影響を与える可能性のある複数の基準に関するデータを検索可能に記
憶する基準テーブル；
　（ｉｖ）　複数の印刷方法に関するデータを検索可能に含む印刷技術テーブル；および
　（ｖ）　複数のハードウェア装置に関するデータを検索可能に含むハードウェア装置テ
ーブル；
　該ユーザー端末は、
　（Ａ）　検索可能に記憶された電子的色情報を表示するための末端ディスプレイを有す
るユーザーインターフェイス（Ｓ２００）；および
　（Ｂ）　以下を記憶している記憶装置を備える；
　（ｉ）　前記複数の色から電子的に色の選択を行うためのインターフェイスを提供する
電子的な色選択モジュール、および
　（ｉｉ）　前記複数の基準から電子的に基準の選択を行うためのインターフェイスを提
供する電子的な基準選択モジュール；を含み、
　（ａ）　（ｉ）ユーザーインターフェイス上の色サンプルの視覚表現を受信するか、ま
たは（ｉｉ）ユーザー端末に記憶された電子的色パレットにアクセスして新しい色を電子
的色パレットに追加して編集することにより、複数の色から色をユーザーインターフェイ
スに受信し（Ｓ１００）；
　（ｂ）　前記（ｉ）または（ｉｉ）を表す電子的色情報を生成し（Ｓ１０２）；
　（ｃ）　（ｂ）における電子的色情報を、（ａ）において受信されたかまた追加された
色の名前と関連づけ（Ｓ１０４）；
　（ｄ）　該電子的色情報および関連づけられた名前のデータをユーザーインターフェイ
スからサイトプロセッサに送り、データを処理し（Ｓ１０６）；
　（ｅ）　該電子カラーライブラリ中に保存された電子的色情報により表される複数の色
の電子的色パレットをユーザーインターフェイス上の端末ディスプレイに表示し、検索可
能とし；
　（ｆ）　ユーザーインターフェイス上で、色に影響を与える複数の基準の１つを表す電
子的基準情報を特定しサイトプロセッサに送信し（Ｓ１０８）、
　ここで該サイトプロセッサは、カラー印刷の生成に矛盾が生じるか又は不可能である可
能性を当事者に通知する；
　（ｇ）　該サイトプロセッサに色に関連するデータ、およびカラー印刷のための色を生
成するために好適な少なくとも１つの基準を記憶する；ことを含む方法であって、
　（ｈ）　該電子カラーライブラリがさらに複数のカラーインク処方を記憶し、該複数の
カラーインク処方のそれぞれが少なくとも１つの基準に基づいてカラー印刷のための少な
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くとも１つの色を生成するために好適なカラーインクを定義することができる；
　（ｉ）　少なくとも１つの適当な基準に基づいて色を創造することができるカラーイン
ク処方を決定し（Ｓ１１０）；
　（ｊ）　該プロセッサにおいて、（ｈ）のカラーインク処方を少なくとも１つの好適な
基準および色と関連づけ（Ｓ１１２）；
　（ｋ）　該電子カラーライブラリ内に該カラーインク処方を検索可能に記憶し；
　（ｌ）　複数の色の少なくとも１つに影響を与える少なくとも１つの複数の基準の他の
ものが色と関連づけられるべきであり、ユーザーによりインターフェイス上で他の基準が
定義された場合には、方法はステップ（ｆ）に戻りループを繰り返す（Ｓ１０８）；
　（ｍ）　それにより、ユーザーインターフェイス上のユーザーに、少なくとも１つの基
準に基づいた複数の色の１つの選択を表す検索可能な電子的色選択を提供し；
　（ｎ）　ユーザーインターフェイス上のユーザーに、電子的な色選択と複数の基準の少
なくとも１つに基づく色の生成に好適な電子的カラーインク処方を検索可能に提供するこ
とを特徴とする方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の方法であって、更に、電子的なカラーインクの処方の選択に対応す
る電子的なカラーインクの処方を、色製品開発専門家のうち少なくとも一つの端末に送信
するステップを含む方法。
【請求項１３】
　請求項１１に記載の方法であって、少なくとも一つの色製品開発専門家は、製造業者、
分離業者、印刷業者、デザイナー、及びインク製造業者のうちの少なくとも一つである方
法。
【請求項１４】
　請求項１１に記載の方法であって、前記基準は下地である方法。
【請求項１５】
　請求項１１に記載の方法であって、前記基準は、色が、水、溶媒、酸、アルカリ、温度
、湿度、磨耗、割れ、曲げ、可視光線、及び紫外線のうち少なくとも一つに抵抗する能力
である方法。
【請求項１６】
　請求項１１に記載の方法であって、前記通信ネットワークはインターネットである方法
。
【請求項１７】
　請求項１１に記載の方法であって、前記通信ネットワークはイントラネットである方法
。
【請求項１８】
　請求項１１に記載の方法であって、前記色情報は、スペクトルデータ、ＣＩＥＸＹＺ、
ＣＩＥＬＡＢ、ＣＩＥＬＵＶ、ＣＩＥＵＶＷ、色スペース、色度座標ｘｙ、ｕ”ｖ”、及
びｕｖ、ＲＧＢ、ＣＭＹＫ、ＨＬＳ、ＨＩＳ、ＨＳＶ、及びＨＶＣを含むコンピュータグ
ラフィックスの三原色、マンセル表記法、スウェーデンのＮａｔｕｒａｌ　Ｃｏｌｏｒ　
Ｓｙｓｔｅｍ表記法、ＣｏｌｏｒＣｕｒｖｅ表記法、ＲＡＬ表記法、Ｐａｎｔｏｎｅカラ
ー番号、ＤＩＣカラー番号、オパールトーン、ＤＩＮカラー表記法、Ｃｏｌｏｒ　Ｍａｒ
ｋｅｔｉｎｇ　Ｇｒｏｕｐカラー名、並びに米国カラー協会の色名のうち少なくとも一つ
で与えられる方法。
【請求項１９】
　請求項１１に記載の方法であって、更に、前記複数の色の各々に割り当てられた名前を
規定するステップを含む方法。
【請求項２０】
　請求項１１に記載の方法であって、電子カラーライブラリが少なくとも一つのサイトプ
ロセッサ上に存在する方法。
【請求項２１】
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　請求項１１に記載の方法であって、前記色の選択を行うステップは、電子的色パレット
を規定するステップを含む方法。
【請求項２２】
　カラー印刷用の色の生成に適しているカラーインクの処方を少なくとも一つ電子的に選
択する方法であって、前記色の生成は複数の基準のうちの少なくとも一つに基づいており
、通信ネットワークを介して接続した一つ以上のサイトプロセッサとユーザー端末を含む
システムにおいて、該一つ以上のサイトプロセッサは以下を記憶している記憶装置を備え
；
　（ｉ）　複数の色を表す電子色情報を検索可能に記憶する電子カラーライブラリ、
　（ｉｉ）　複数の色表現に関するデータを検索可能に含むカラーフォーマットテーブル
；
　（ｉｉｉ）　色に影響を与える可能性のある複数の基準に関するデータを検索可能に記
憶する基準テーブル；
　（ｉｖ）　複数の印刷方法に関するデータを検索可能に含む印刷技術テーブル；および
　（ｖ）　複数のハードウェア装置に関するデータを検索可能に含むハードウェア装置テ
ーブル；
　該ユーザー端末は、
（Ａ）　検索可能に記憶された電子的色情報を表示するための末端ディスプレイを有する
ユーザーインターフェイス；および
　（Ｂ）　以下を記憶している記憶装置を備える；
　（ｉ）　前記複数の色から電子的に色の選択を行うためのインターフェイスを提供する
電子的な色選択モジュール、および
　（ｉｉ）前記複数の基準から電子的に基準の選択を行うためのインターフェイスを提供
する電子的な基準選択モジュール；
　前記の方法は、
　（ａ）　（ｉ）ユーザーインターフェイス上に色の物理的サンプルの視覚表示を受信し
（Ｓ１００）；
　（ｂ）　色の視覚表示に基づくデータを該サイトプロセッサに送信することにより色を
表示する電子的色情報を発生し（Ｓ１０２）；
　（ｃ）　（ｂ）における電子的色情報を、色の名前と関連づける（Ｓ１０４）；
　（ｄ）　該電子的色情報および関連づけられた名前のデータをユーザーインターフェイ
スからサイトプロセッサに送り、データを処理し（Ｓ１０６）；
　（ｅ）　該電子カラーライブラリ中に保存された電子的色情報により表される複数の色
の電子的色パレットをユーザーインターフェイス上の端末ディスプレイに表示し、検索可
能とし；
　（ｆ）　ユーザーインターフェイス上に複数の基準を電子的に提供し；
　（ｇ）　該複数の基準から少なくとも１つの基準の電子的な選択を行い（Ｓ１０８）；
　ここで該サイトプロセッサは、カラー印刷の生成に矛盾が生じるか又は不可能である可
能性を当事者に通知する；
　（ｈ）　該サイトプロセッサに色に関連するデータ、およびカラー印刷のための色を生
成するために好適な少なくとも１つの基準を記憶する；ことを含み、
　（ｉ）　該電子カラーライブラリがさらに複数のカラーインク処方を記憶し、ここで該
複数のカラーインク処方のそれぞれが少なくとも１つの基準に基づいてカラー印刷のため
の少なくとも１つの色を生成するために好適なカラーインクを定義することができる；
　（ｊ）　少なくとも１つの適当な基準に基づいて色を創造することができるカラーイン
ク処方を決定し（Ｓ１１０）；
　（ｋ）　該プロセッサにおいて、（ｈ）のカラーインク処方を少なくとも１つの好適な
基準および色と関連づけ（Ｓ１１２）；
　（ｌ）　該電子カラーライブラリ内に該カラーインク処方を検索可能に記憶し、それに
よりユーザーインターフェイス上のユーザーに、少なくとも１つの検索可能なカラーイン
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ク処方を提供すること、ここで該少なくとも１つのカラーインク処方は少なくとも１つの
基準に基づいたカラー印刷に適当なカラーインクを定義できる；
　（ｍ）　ユーザーは該電子的な色選択モジュール中に記憶された複数の色から検索して
電子的に色の選択を行い；
　（ｎ）　ユーザーは該電子的な基準選択モジュール中に記憶された複数の基準から検索
して電子的に少なくとも１つの基準の選択を行い；
　（ｏ）　前記（ｌ）で選択された色のデータおよび（ｍ）で選択された基準データを、
該プロセッサに送り、該電子カラーライブラリから選択された色にリンクされた記憶され
た電子的色情報を電子的に検索し（Ｓ２０４）；
　（ｐ）　電子的色情報に関連付けられたすべてのカラーインクの処方を電子カラーライ
ブラリから電子的に検索し（Ｓ２０６）、選択された色を生成するために適当なカラーイ
ンク処方を選択し；
　（ｑ）　選択されたカラーインク処方をユーザー端末に送り、結果をユーザー端末の記
憶装置に保存し；
　（ｓ）　ユーザー端末の記憶装置からデータを読み込み、選択された色を生成するため
に適当なカラーインク処方をユーザーの選択のために表示し（Ｓ２０８）；
　（ｊ）　選択された色および選択された少なくとも１つの基準に基づいて１つ以上のカ
ラーインク処方を電子的に選択することを特徴とする方法。
【請求項２３】
　請求項２２に記載の方法であって、更に、電子的なカラーインクの処方の選択に対応す
る電子的なカラーインクの処方を、色製品開発専門家のうち少なくとも一つの端末に送信
するステップを更に含む方法。
【請求項２４】
　請求項２２に記載の方法であって、前記基準は、下地、入手可能性、経済的なコスト、
及び顔料処方のうち少なくとも一つである方法。
【請求項２５】
　請求項２２に記載の方法であって、前記基準は、色が、水、溶剤、酸、アルカリ、温度
、湿度、磨耗、割れ、曲げ、光、及び紫外光のうち少なくとも一つに抵抗する能力である
方法。
【請求項２６】
　複数の基準のうち少なくとも一つに基づくカラー印刷用の色を生成するための複数のカ
ラーインクの処方を電子的に選択するシステムであって、該システムは通信ネットワーク
を介して接続した一つ以上のサイトプロセッサとユーザー端末を含み、
　該１つ以上のサイトプロセッサは；
　（ａ）　以下を含む記憶装置；
　（ｉ）　複数の色を表す電子色情報を検索可能に記憶する電子カラーライブラリであっ
て、さらに複数のカラーインク処方を電子的に記憶し、該カラーインク処方のそれぞれは
カラー印刷のための少なくとも１つの色を生成するために、複数の基準の少なくとも１つ
に基づいて適当なカラーインクを定義することができる電子カラーライブラリ；
　（ｉｉ）　複数の色表現に関するデータを検索可能に含むカラーフォーマットテーブル
；
　（ｉｉｉ）　色に影響を与える可能性のある複数の基準に関するデータを検索可能に記
憶する基準テーブル；
　（ｉｖ）　複数の印刷方法に関するデータを検索可能に含む印刷技術テーブル；および
　（ｖ）　複数のハードウェア装置に関するデータを検索可能に含むハードウェア装置テ
ーブル；
　該ユーザー端末は、
　　（ａ）　該検索可能に記憶された電子色情報を表示するためのユーザーインターフェ
イス（Ｓ２００）；並びに
　（ｂ）　以下を記憶している記憶装置を備える；
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　（ｉ）　前記複数の色から電子的に色の選択を行うためのインターフェイスを提供する
電子的な色選択モジュール、および
　（ｉｉ）前記複数の基準から電子的に基準の選択を行うためのインターフェイスを提供
する電子的な基準選択モジュール；を含み、
　ここで、該サイトプロセッサは、カラー印刷の生成に矛盾が生じるか又は不可能である
可能性を当事者に通知するシステム。
【請求項２７】
　請求項２６に記載のシステムであって、前記通信ネットワークはインターネットである
システム。
【請求項２８】
　請求項２６に記載のシステムであって、前記通信ネットワークはイントラネットである
システム。
【請求項２９】
　請求項２６に記載のシステムであって、更に、複数のカラーインクの処方のうち少なく
とも一つを色製品開発専門家のうち少なくとも一つの端末に電子的に送信するカラーイン
ク処方転送モジュールを含むシステム。
【請求項３０】
　請求項２６に記載のシステムであって、電子色情報は、スペクトルデータ、ＣＩＥＸＹ
Ｚ、ＣＩＥＬＡＢ、ＣＩＥＬＵＶ、ＣＩＥＵＶＷ、色スペース、色度座標ｘｙ、ｕ”ｖ”
、及びｕｖ、ＲＧＢ、ＣＭＹＫ、ＨＬＳ、ＨＩＳ、ＨＳＶ、及びＨＶＣを含むコンピュー
タグラフィックスの三原色、マンセル表記法、スウェーデンのＮａｔｕｒａｌ　Ｃｏｌｏ
ｒ　Ｓｙｓｔｅｍ表記法、ＣｏｌｏｒＣｕｒｖｅ表記法、ＲＡＬ表記法、Ｐａｎｔｏｎｅ
カラー番号、ＤＩＣカラー番号、オパールトーン、ＤＩＮカラー表記法、Ｃｏｌｏｒ　Ｍ
ａｒｋｅｔｉｎｇ　Ｇｒｏｕｐカラー名、並びに米国カラー協会の色名のうち少なくとも
一つとして与えられるシステム。
【請求項３１】
　請求項２６に記載のシステムであって、更に、前記電子色情報を電子的色パレットとし
て表示する電子的な色表示モジュールを含むシステム。
【請求項３２】
　着色製品用の色の生成に適している顔料の処方を少なくとも一つ電子的に選択する方法
であって、前記色の生成は少なくとも一つの基準に基づいており、通信ネットワークを介
して接続した一つ以上のサイトプロセッサとユーザー端末を含むシステムにおいて、該一
つ以上のサイトプロセッサは以下を記憶している記憶装置を備え；
　（ｉ）　複数の色を表す電子色情報を検索可能に記憶する電子カラーライブラリ、
　（ｉｉ）　複数の色表現に関するデータを検索可能に含むカラーフォーマットテーブル
；
　（ｉｉｉ）　色に影響を与える可能性のある複数の基準に関するデータを検索可能に記
憶する基準テーブル；
　（ｉｖ）　複数の印刷方法に関するデータを検索可能に含む印刷技術テーブル；および
　（ｖ）　複数のハードウェア装置に関するデータを検索可能に含むハードウェア装置テ
ーブル；
　該ユーザー端末は、
　（ａ）　該記憶された電子色情報を表示するためのユーザーインターフェイス（Ｓ２０
０）；並びに
　（ｂ）　以下を記憶している記憶装置；
　（ｉ）　前記複数の色から電子的に色の選択を行うためのインターフェイスを提供する
電子的な色選択モジュール、および
　（ｉｉ）　前記複数の基準から電子的に基準の選択を行うためのインターフェイスを提
供する電子的な基準選択モジュール；を含み、
　ここで、該サイトプロセッサは、カラー印刷の生成に矛盾が生じるか又は不可能である
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可能性を当事者に通知する方法であって、
　（ａ）　該電子カラーライブラリがさらに複数のカラーインク処方を電子的に記憶し、
ここで該カラーインク処方のそれぞれはカラー印刷のための少なくとも１つの色を生成す
るために、複数の基準の少なくとも１つに基づいて適当なカラーインクを定義することが
できる；
　（ｂ）　該プロセッサからデータをユーザー端末に送り、該端末は該データが端末ディ
スプレイで表示できるようにデータを処理し、ディスプレイに電子カラーライブラリに記
憶された電子的色情報により表される複数の色の電子的色パレットを表示し（Ｓ２０２）
；
　（ｃ）　カラー印刷を生成するための色を該インターフェイス上で特定し；
　（ｄ）　該電子的な色選択モジュールにより、複数の色から電子的に色の選択を行い；
　（ｅ）　該電子的な基準選択モジュールにより、複数の基準から電子的に少なくとも１
つの基準の選択を行い；
　（ｆ）　前記（ｃ）で選択された色のデータおよび（ｄ）で選択された基準のデータを
、該プロセッサに送り、該電子カラーライブラリから選択された色にリンクされた記憶さ
れた電子的色情報を電子的に検索し（Ｓ２０４）；
　（ｇ）　色情報に関連付けられたすべてのカラーインクの処方を電子カラーライブラリ
から検索し（Ｓ２０６）、選択された色を生成するために適当なカラーインク処方を選択
し；
　（ｈ）　選択されたカラーインク処方をユーザー端末に送り、結果をユーザー端末の記
憶装置に保存し；
　（ｉ）　ユーザー端末の記憶装置からデータを読み込み、選択された色を生成するため
に適当なカラーインク処方をディスプレイに表示し（Ｓ２０８）；
　（ｊ）　選択された色および選択された少なくとも１つの基準に基づいて１つ以上のカ
ラーインク処方を電子的に選択すること（Ｓ２１０）を含むことを特徴とする方法。
【請求項３３】
　請求項３２に記載の方法であって、更に、ステップ（ｅ）において適切な顔料の処方を
電子的に選択し、前記顔料の処方を色製品開発専門家の端末に電子的に送信するステップ
を含む方法。
【請求項３４】
　請求項３３に記載の方法であって、前記色製品開発専門家は、製造業者、分離業者、印
刷業者、デザイナー、及びインク製造業者のうちの少なくとも一つである方法。
【請求項３５】
　請求項３２に記載の方法であって、前記基準は下地である方法。
【請求項３６】
　請求項３２に記載の方法であって、前記基準は、色が、日光、水、溶媒、酸、アルカリ
、温度、湿度、磨耗、割れ、曲げ、可視光線、及び紫外線のうち少なくとも一つに抵抗す
る能力である方法。
【請求項３７】
　請求項３２に記載の方法であって、前記基準は、経済的なコスト、入手可能性、及び顔
料の処方のうちの少なくとも一つである方法。
【請求項３８】
　請求項３２に記載の方法であって、前記通信ネットワークはインターネットである方法
。
【請求項３９】
　請求項３２に記載の方法であって、前記通信ネットワークはイントラネットである方法
。
【請求項４０】
　請求項３２に記載の方法であって、前記色情報は、スペクトルデータ、ＣＩＥＸＹＺ、
ＣＩＥＬＡＢ、ＣＩＥＬＵＶ、ＣＩＥＵＶＷ、色スペース、色度座標ｘｙ、ｕ”ｖ”、及
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びｕｖ、ＲＧＢ、ＣＭＹＫ、ＨＬＳ、ＨＩＳ、ＨＳＶ、及びＨＶＣを含むコンピュータグ
ラフィックスの三原色、マンセル表記法、スウェーデンのＮａｔｕｒａｌ　Ｃｏｌｏｒ　
Ｓｙｓｔｅｍ表記法、ＣｏｌｏｒＣｕｒｖｅ表記法、ＲＡＬ表記法、Ｐａｎｔｏｎｅカラ
ー番号、ＤＩＣカラー番号、オパールトーン、ＤＩＮカラー表記法、Ｃｏｌｏｒ　Ｍａｒ
ｋｅｔｉｎｇ　Ｇｒｏｕｐカラー名、並びに米国カラー協会の色名のうち少なくとも一つ
として与えられるされる方法。
【請求項４１】
　請求項３２に記載の方法であって、更に、前記複数の色の各々に割り当てられた名前を
規定するステップを含む方法。
【請求項４２】
　請求項３２に記載の方法であって、電子カラーライブラリは少なくとも一つのサイトプ
ロセッサ上に存在する方法。
【請求項４３】
　請求項３２に記載の方法であって、更に、電子カラーライブラリに格納される色情報に
よって表される複数の電子的色パレットを表示するステップを含む方法。
【請求項４４】
　電子的に顔料の処方の選択を行う方法であって、通信ネットワークを介して接続した一
つ以上のサイトプロセッサとユーザー端末を含むシステムにおいて、該一つ以上のサイト
プロセッサは以下を記憶している記憶装置を備え；
　（ｉ）　複数の色を表す電子色情報を検索可能に記憶する電子カラーライブラリ、
　（ｉｉ）　複数の色表現に関するデータを検索可能に含むカラーフォーマットテーブル
；
　（ｉｉｉ）　色に影響を与える可能性のある複数の基準に関するデータを検索可能に保
存する基準テーブル；
　（ｉｖ）　複数の印刷方法に関するデータを検索可能に含む印刷技術テーブル；および
　（ｖ）　複数のハードウェア装置に関するデータを検索可能に含むハードウェア装置テ
ーブル；
　該ユーザー端末は、
　（ａ）　該記憶された電子色情報を表示するためのユーザーインターフェイス（Ｓ２０
０）；並びに
　（ｂ）　以下を記憶している記憶装置；
　（ｉ）　前記複数の色から電子的に色の選択を行うためのインターフェイスを提供する
電子的な色選択モジュール、および
　（ｉｉ）　前記複数の基準から電子的に基準の選択を行うためのインターフェイスを提
供する電子的な基準選択モジュール；を含み、
　（ａ）　（ｉ）ユーザーインターフェイス上の色サンプルの視覚表現を受信するか、ま
たは（ｉｉ）ユーザー端末に記憶された電子的色パレットにアクセスして新しい色を電子
的色パレットに追加して編集することにより、複数の色から色をユーザーインターフェイ
スに受信し（Ｓ１００）；
　（ｂ）　前記（ｉ）または（ｉｉ）を表す電子的色情報を生成すること；
　（ｃ）　（ｂ）における電子的色情報を、（ａ）において受信されたかまた追加された
色の名前と関連づけ（Ｓ１０４）；
　（ｄ）　該電子的色情報および関連づけられた名前のデータをユーザーインターフェイ
スからサイトプロセッサに送り、データを処理し（Ｓ１０６）；
　（ｅ）　該電子カラーライブラリ中に保存された電子的色情報により表される複数の色
の電子的色パレットをユーザーインターフェイス上の端末ディスプレイに表示し、検索可
能とし；
　（ｆ）　ユーザーインターフェイス上で、色に影響を与える複数の基準の１つを表す電
子的基準情報を電子的に特定し受信し、
　ここで該サイトプロセッサは、カラー印刷の生成に矛盾が生じるか又は不可能である可



(10) JP 4914834 B2 2012.4.11

10

20

30

40

50

能性を当事者に通知する；
　（ｇ）　該サイトプロセッサに色に関連するデータ、およびカラー印刷のための色を生
成するために好適な少なくとも１つの基準を記憶する；ことを含む方法であって、
　（ｈ）　該電子カラーライブラリがさらに複数のカラーインク処方を電子的に記憶し、
ここで該複数のカラーインク処方のそれぞれが少なくとも１つの基準に基づいてカラー印
刷のための少なくとも１つの色を生成するために好適なカラーインクを定義することがで
きる；
　（ｉ）　少なくとも１つの適当な基準に基づいて色を創造することができるカラーイン
ク処方を決定し（Ｓ１１０）；
　（ｊ）　該プロセッサにおいて、（ｈ）のカラーインク処方を少なくとも１つの好適な
基準および色と関連づけ（Ｓ１１２）；
　（ｋ）　該電子カラーライブラリ内に該カラーインク処方を検索可能に記憶し；
　（ｌ）　複数の色の少なくとも１つに影響を与える少なくとも１つの複数の基準の他の
ものが色と関連づけられるべきである場合であり、ユーザーによりインターフェイス上で
他の基準が定義された場合には、方法はステップ（ｆ）に戻りループを繰り返す（Ｓ１１
４）；
　（ｍ）　それにより、ユーザーインターフェイス上のユーザーに、少なくとも１つの基
準に基づいた複数の色の１つの選択を表す検索可能な電子的色選択を提供し；
　（ｎ）　ユーザーインターフェイス上のユーザーに、電子的な色選択と複数の基準の少
なくとも１つに基づく色の生成に好適な電子的カラーインク処方を検索可能に提供するこ
とを特徴とする方法。
【請求項４５】
　請求項４４に記載の方法であって、更に、電子的な顔料の処方の選択に対応する電子的
な顔料の処方を、色製品開発専門家のうち少なくとも一つの端末に送信するステップを更
に含む方法。
【請求項４６】
　請求項４５に記載の方法であって、少なくとも一つの色製品開発専門家は、製造業者、
分離業者、印刷業者、デザイナー、及びインク製造業者のうちの少なくとも一つである方
法。
【請求項４７】
　請求項４４に記載の方法であって、前記基準は下地である方法。
【請求項４８】
　請求項４４に記載の方法であって、前記基準は、色が、水、溶媒、酸、アルカリ、温度
、湿度、磨耗、割れ、曲げ、可視光線、及び紫外線のうち少なくとも一つに抵抗する能力
である。
【請求項４９】
　請求項４４に記載の方法であって、前記通信ネットワークはインターネットである方法
。
【請求項５０】
　請求項４４に記載の方法であって、前記通信ネットワークはイントラネットである方法
。
【請求項５１】
　請求項４４１に記載の方法であって、前記色情報は、スペクトルデータ、ＣＩＥＸＹＺ
、ＣＩＥＬＡＢ、ＣＩＥＬＵＶ、ＣＩＥＵＶＷ、色スペース、色度座標ｘｙ、ｕ”ｖ”、
及びｕｖ、ＲＧＢ、ＣＭＹＫ、ＨＬＳ、ＨＩＳ、ＨＳＶ、及びＨＶＣを含むコンピュータ
グラフィックスの三原色、マンセル表記法、スウェーデンのＮａｔｕｒａｌ　Ｃｏｌｏｒ
　Ｓｙｓｔｅｍ表記法、ＣｏｌｏｒＣｕｒｖｅ表記法、ＲＡＬ表記法、Ｐａｎｔｏｎｅカ
ラー番号、ＤＩＣカラー番号、オパールトーン、ＤＩＮカラー表記法、Ｃｏｌｏｒ　Ｍａ
ｒｋｅｔｉｎｇ　Ｇｒｏｕｐカラー名、並びに米国カラー協会の色名のうち少なくとも一
つとして与えられる方法。
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【請求項５２】
　請求項４４に記載の方法であって、更に、前記複数の色の各々に割り当てられた名前を
規定するステップを含む方法。
【請求項５３】
　請求項４４に記載の方法であって、電子カラーライブラリは少なくとも一つのサイトプ
ロセッサに存在する方法。
【請求項５４】
　請求項４４に記載の方法であって、更に、前記複数の色の電子的色パレットを表示する
ステップを含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、その内容を参考文献としてここに含め共有される、カラーデータの電子的送
信管理システム及び方法と題した２００１年８月１６日出願の米国出願番号第０９／９３
１６７８号の一部継続出願である。
【０００２】
　本発明は、カラーインク製造の処方データを複数の当事者間で電子的に通信し、調整し
、普及するシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　現在、色関連製品の製造に関連するタスクを単独に独立して実行する電子的色生成ハー
ドウェア及びソフトウェアシステムが存在している。例えば、ある既知のシステムは色の
サンプルの可視スペクトルを読み出し、そのスペクトルの特定のポイントで測定された吸
収又は反射された光量に関するデータを生成する。あらゆる色は、色の署名として機能す
る、その色に対応するスペクトル曲線を有している。スペクトル曲線が決定されると、可
視スペクトル及び係数が処理され、その色を再現するための色の処方が予測される。こう
してその色の処方を分析して、その色を生成するためのカラーインクの処方を生成するこ
とができる。
【０００４】
　例えばＲＧＢでは、色を赤、緑、青の度合いで表すように、色の共通の表現が存在する
。ＣＭＹＫでは任意の色をシアン、マゼンダ、黄、黒の度合いで表す。例えば、コンピュ
ータモニタ、コンピュータプリンタ用にＲＧＢからＣＭＹＫへの変換等、これら色表現間
では正確な変換が行われている。正確な色の再生は、一つには、例えば、プリンタ、モニ
タ、色測定装置等複数の入出力装置用のデータ検索と、データを受ける個別の装置を考慮
した色変換処方方式の修正により実現される。アドビ社のイラストレーター、ページメー
カー等のコンピュータソフトウェア設計パッケージは、このような変換機能を備えている
。
【０００５】
　他の既知のシステムでは、正確に色をマッチングさせる方法及び装置が提供されている
。例えば、スペクトルデータを色測定装置から受け取り、電子的なカラーライブラリで対
応する色をマッチングさせる。目的の色を電子カラーライブラリに保存された色と比較し
、特定の色の範囲内のライブラリから一つ以上の色を通知する。電子ライブラリを検索す
ることにより、目的の色を特定するために使用された従来の標準色見本帳は不要になった
。しかしながら、この電子カラーライブラリは、複数の装置からのサンプルの再生に関わ
る問題に脆弱である。
【０００６】
　更にこれらとは別に、設計者のコンピュータ画像を通信で受信して、ＲＧＢ設定をＣＩ
ＥＬＡＢ値に変換する方法もある。アドビ社フォトショップ等のコンピュータソフトウェ
ア設計パッケージはこの変換機能を備えている。
【０００７】
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　現在、特定の色を生成するために適当なインクを作成するためのカラーインクの処方を
定義する方法が存在している。しかしながら、例えば色関連製品の設計者に、色及び個別
の下地を識別し、下地の上に色を生成するために適当なカラーインクの処方を自動的に作
り出すことを可能にし、例えばインク製造業者等の他の当事者に自動的に送信できるよう
にする適当なシステムはない。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以上説明したように、色関連製品の生成に関連する当事者間でカラーインク処方の電子
的通信、調整、及び普及を可能にするシステムが必要とされている。
【０００９】
　本発明は、複数の基準の少なくとも一つに基づいて色を生成するために適当な少なくと
も一つのカラーインクの処方を電子的に選択するシステム及び方法を提供する。一つの実
施の形態では、複数の色と基準が電子的に提供される。更に、その他の基準に基づいて一
つの色を生成するために適当なインクを定義することができる複数のラーインクの処方が
電子的に提供される。ユーザは複数の色から電子的な選択を行い、更に、複数の基準から
少なくとも一つの基準の電子的な選択を行うことが好ましい。本発明は、選択した色及び
選択した基準を電子的にマッチングさせることにより、適当なカラーインクの処方を電子
的に選択することを可能にする。選択したカラーインクの処方はインク製造業者等受信側
の当事者に電子的に送信されることが好ましい。
【００１０】
　更に、本発明は、電子カラーライブラリに保存する色を表す電子的な色情報を提供する
。色を選択すると、選択した色を生成するために適当なインクを定義することができる複
数のカラーインクの処方が規定される。更に、他の選択を行って、色を生成する際に、カ
ラーインクの処方に影響を与える可能性のある下地又はその他の基準を定義することもで
きる。更にユーザは、複数のカラーインクの処方から選択を行うこともできる。選択され
たカラーインクの処方（又は複数のカラーインクの処方）は、インターネット又はローカ
ルインターネット等の通信ネットワークを介して、インク製造業者等の他の当事者に送信
することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本明細書で「ウェブサイト」とは、一つ以上の「ウェブサーバ」により保守される関連
するファイル群で、ユーザ端末に送信された時、ユーザ端末にファイル群に格納されたデ
ータに対応するプログラム動作を表示及び／又は実行させるものを意味する。通常、ウェ
ブサイトを含むファイル群は、ＨＴＭＬ（Ｈｙｐｅｒｔｅｘｔ　Ｍａｒｋ－Ｕｐ　Ｌａｎ
ｇｕａｇｅ）、ＸＭＬ（Ｅｘｔｅｎｄａｂｌｅ　Ｍａｒｋ－Ｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）、
Ｊａｖａアプレット（Ｊａｖａ（登録商標）　Ａｐｐｌｅｔｓ）、ＡｃｔｉｖｅＸ　プロ
グラム、ＳＧＭＬ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｌｉｚｅｄ　Ｍａｒｋ－Ｕｐ　Ｌａ
ｎｇｕａｇｅ）ファイル群等の一つ以上の組合せを用いて作成される。ウェブサイトファ
イル群は通常、通信プロトコルの組である、ＴＣＰ／ＩＰ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　
Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ／Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）に基づくＨ
ＴＴＰ（Ｈｙｐｅｒｔｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）等の一つ以上のプ
ロトコルを用いてユーザ端末に送信される。
【００１２】
　また、本明細書で「ブラウザ」とは、ユーザ端末上に常駐して実行され、ＨＴＴＰクラ
イアントとして機能して、ウェブサイトファイル群に関する要求をウェブサーバに送信す
るするアプリケーションプログラムを意味する。要求は通常、ＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　
Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）の形式、又はユーザ端末ディスプレイに表示された
ハイパーテキストリンクを選択することにより送信される。ブラウザは、ファイル及び／
又はデータをウェブサーバから受信し、受信したファイル群及び／又はデータを本書で説
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明する方法でフォーマットし、ユーザ端末上に表示する機能を有している。ブラウザプロ
グラムは例えば、マイクロソフト社インターネットエクスプローラ及びネットスケープ社
コミュニケータを含む。
【００１３】
　更に、本明細書で「視覚認識可能な表現」とは、表現を提供する媒体、すなわち、コン
ピュータのモニタ、紙、印刷機等とは無関係に、人間の目又はその他の検知器により解さ
れる色の認識を意味する。
【００１４】
　更に、本明細書で「リンク」とは、一つ以上の単語、絵又はその他の情報オブジェクト
と他との選択可能な接続を意味し、選択可能な接続はウェブブラウザ内で表示される。情
報オブジェクトは音声及び／又は動画映像を含むことができる。選択は通常、マウス、ト
ラックボール等の入力装置を用いてリンクを「クリック」して行われる。当然のことなが
ら、当業者には画面に表されたオブジェクトを選択することが可能であるならば如何なる
方法でも十分であることが理解される。
【００１５】
　更に、本明細書で「適当な」とは一般に、適切な品質なもの、例えば、当事者間で商取
引に合意した品質のものを意味する。本発明によると、色は、ターゲットとする色が同一
でなくても、ターゲットとする色とマッチングする適当なもので良い。更に、インクは、
インクにより生じる色がターゲットとする色と同一でなくても、色を生じる適当なもので
良い。
【００１６】
　更に、本明細書で「マッチング」又は「マッチングする」とは一般に、単独で、又はコ
ンピュータ機器の補助により、人間の関与又は影響がほとんどなく、又は人間の関与又は
影響なしに、関与する対応部位を識別する動作を意味する。マッチングする、とは通常、
カラーインク及び／又は顔料の処方の生成を意味する。
【００１７】
　以下の図面において、同様の構成要素には同様の符号を付している。図１は、本発明の
原理に従って構成され、一般に「カラーインク処方普及システム２」と呼ばれるカラーイ
ンク処方普及システムの一例を示す図である。システム２は、一つ以上のユーザ端末６に
通信ネットワーク８を介して接続した一つ以上のサイト・プロセッサ４により構成される
ことが好ましい。
【００１８】
　サイト・プロセッサ４は本発明をサポートするために必要な全てのデータベースを有し
ていることが好ましい。しかしながら、サイト・プロセッサ４は必要とする任意のデータ
ベースに通信ネットワーク８を介して、又はサイト・プロセッサ４が接続可能なその他の
任意の通信ネットワークを介してアクセスすることが可能であることも想定される。単独
の場合、サイト・プロセッサ４は、ダイレクトシリアルインターフェイス又はパラレルイ
ンターフェイスを含む既知の通信方法を用いて、又はローカルエリアネットワーク又はワ
イドエリアネットワークを介してデータベースと通信可能である。
【００１９】
　ユーザ端末６は、それぞれ通信ネットワーク８と接続したデータ接続９を用いてサイト
・プロセッサ４と通信する。通信ネットワーク８は任意の通信ネットワークで良いが、通
常はインターネット又はその他のグローバルなコンピュータネットワークである。データ
接続９は、ＳＬＩＰ／ＰＰＰ（ｄｉａｌ－ｕｐ　ｓｅｒｉａｌ　ｌｉｎｅ　ｉｎｔｅｒｆ
ａｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ／ｐｏｉｎｔ－ｔｏ－ｐｏｉｎｔ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）、ＩＳ
ＤＮ（ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｓｅｒｖｉｃｅｓ　ｄｉｇｉｔａｌ　ｎｅｔｗｏｒｋ）、
専用線接続サービス、広帯域（ケーブル）アクセス、フレームリレー、ＤＳＬ（ｄｉｇｉ
ｔａｌ　ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｌｉｎｅ）、ＡＴＭ（ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　ｔｒ
ａｎｓｆｅｒ　ｍｏｄｅ）、又はその他のアクセス技術等、通信ネットワーク８への任意
の公知のアクセス処理で良い。
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【００２０】
　ユーザ端末６は、通信ネットワーク８を介してデータを送受信することができ、備え付
けの表示装置に受信したデータを表示するウェブブラウザを有している。ユーザ端末６は
例えば、インテル社ペンティアムクラスコンピュータ、アップル社のマッキントッシュコ
ンピュータ等のパーソナルコンピュータでも良いが、これらのコンピュータに限定される
ものではない。パームトップコンピュータ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ウェブＴＶ等の量
販されているインターネットアクセス装置等、グローバルコンピュータネットワークを介
して通信可能なその他の端末を用いることもできる。ユーザ端末６には更に、例えば、プ
リンタ、モニタ、スキャナ等の付属ハードウェアも考慮されている。
【００２１】
　更に、本明細書で「ワークステーション」とは便宜上の目的で、ユーザ端末６を意味し
、適当な場合は更にユーザ端末６を操作する人間も意味する。
【００２２】
　更に、本明細書で「ワークステーション特性」及び「ユーザ端末特性」とは、中央演算
処理装置、ＲＯＭ、ＲＡＭ、表示装置、印刷装置、ネットワークインターフェイス、ディ
スクドライブ、フロッピーディスクドライブ、テープドライブ、ＣＤ－ＲＯＭ又はＤＶＤ
ドライブ、データベース及びアプリケーションコード及び、例えば、キーボード、マウス
、トラックボール等の一つ以上の入力装置を含むが、これに限定されない、各ワークステ
ーションの機能的構成要素を意味する。
【００２３】
　更に、本発明のハードウェア装置は、通信ネットワーク８に物理的に接続された装置に
限定されない。ワイヤレスアプリケーションプロトコル（ＷＡＰ）を用いた無線装置が、
無線データ通信接続を用いてサイト・プロセッサ４と相互動作をすることも想定される。
【００２４】
　本発明によると、ユーザ端末６は、色関連製品データを受信し、提供するため、サイト
・プロセッサ４とのユーザのアクセスを実現する。システム２、特にサイト・プロセッサ
４により提供される個別の機能について以下に説明する。
【００２５】
　システム２は、色関連機能を提供するソフトウェアを有している。好ましくは一つ以上
のサイト・プロセッサ４に常駐しているソフトウェアには、例えば、複数の種類の情報が
保存され、検索可能になっている。複数の種類の情報には、例えば、電子色情報、カラー
インクの処方、耐久性が含まれる。サイト・プロセッサ４により実行される機能の一つと
して、ウェブサーバ及びウェブサイトホストとして動作する機能があげられる。サイト・
プロセッサ４は通常、永続的、すなわち、スイッチ非連動データ接続を介して通信ネット
ワーク８と通信する。永続的接続はサイト・プロセッサ４へのアクセスを確実に常時可能
とする。
【００２６】
　図２に示すように、各サイト・プロセッサ４の機能的構成要素は好ましくは、サイト・
プロセッサ４の動作を制御するためにソフトウェアコードを実行する一つ以上の中央演算
処理装置（ＣＰＵ）１０と、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）１２と、ランダムアクセス
メモリ（ＲＡＭ）１４と、他のコンピュータ機器と通信ネットワークを介してデータを送
受信する一つ以上のネットワークインターフェイス１６と、プログラムコード、データベ
ース及びアプリケーションコードを保存するハードディスクドライブ、フロッピーディス
クドライブ、テープドライブ、ＣＤ－ＲＯＭ又はＤＶＤドライブ等の記憶装置１８と、キ
ーボード、マウス、トラックボール等の一つ以上の入力装置２０とを有している。
【００２７】
　サイト・プロセッサ４の各種構成要素は、物理的に同一シャーシ内に配設されている必
要はなく、更に一つの場所に配置されている必要もない。例えば、記憶装置１８に常駐可
能なデータベースについて既に説明したように、記憶装置１８はサイト・プロセッサ４の
他の構成要素から遠隔のサイトに配設されても良く、ネットワークインターフェイス１８
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を介して通信ネットワーク８を経由してＣＰＵ１０と接続しても良い。
【００２８】
　図２に示す機能的構成要素（参照番号１２～２２により示されている）は、ユーザ端末
６に備えられることが望まれる機能的構成要素と同一のカテゴリーであることが好ましい
。しかしながら、全ての構成要素を備えている必要はなく、例えば、ＰＤＡの場合、記憶
装置は不要である。更に、各種構成要素の機能は、予想されるユーザの要求に対応できる
ように設定されている。例えば、ユーザ端末６のＣＰＵ１０は、サイト・プロセッサ４に
備えられたＣＰＵ１０よりも性能が低くても良い。同様に、サイト・プロセッサ４は、ユ
ーザ端末６に備えられた記憶装置１８よりも遙かに大容量の記憶装置１８を備えることが
ありうる。当然のことながら、当業者には機能的構成要素の機能を必要に応じて調整可能
であることが理解される。
【００２９】
　本発明の性質は、コンピュータにより実行されるコード（ソフトウェア）を作成する当
業者には、「Ｃ＋＋」、ビジュアルベーシック、Ｊａｖａ、ＡｃｔｉｖｅＸ、ＸＭＬ、Ｈ
ＴＭＬ、及び、例えば、ＡＬＬＡＩＲＥ社のＣＯＬＤ　ＦＵＳＩＯＮ&#9415;、マイクロ
ソフト社のＦＲＯＮＴ　ＰＡＧＥ&#9415;等のその他のウェブアプリケーション開発環境
を含むが、これに限定されない一般的なコンピュータプログラミング言語の一つ以上の組
合せを用いて上述の機能を実施可能であることにある。
【００３０】
　ここでユーザ端末６にデータを表示することは、データをユーザ端末に通信ネットワー
ク８を介して通信する処理と、データを処理して、ウェブブラウザ等を用いてデータを端
末の表示部２２に表示できるようにする処理が関連している。端末６の表示画面にはシス
テム２内の複数のエリアが、ユーザが目的のリンクを選択することによりシステム２内を
エリアからエリアに処理できるように示される。したがって、ユーザのシステム２の経験
はそれぞれ、ユーザが表示画面を介して進めた順番に基づくことになる。換言すると、シ
ステムにおいてその表示画面が完全に階層的なもとして配置されていないため、ユーザは
一連の表示画面を戻る必要はなく、エリアからエリアに進むことができる。このため、特
に言及した場合を除き、以下の説明は、連続した動作ステップの説明を意図したものので
はなく、システム２の構成要素の説明を意図したものである。
【００３１】
　本発明をここに、ウェブブラウザとウェブサイトサーバ（サイト・プロセッサ４）を用
いたウェブをベースとしたシステムとして例示的に説明するが、システム２は、この特定
の構成に限定されるものではない。ユーザ端末６が任意の既知の通信及び表示方法、例え
ば、インターネットワークパケット交換（ＩＰＸ）等のローカルエリアネットワークプロ
トコルで連結された非インターネットビューワーを用いて、サイト・プロセッサ４と通信
し、データをサイト・プロセッサ４と送受信し、表示できるように、システム２を構成可
能であることも想定される。ユーザ端末６上では任意の適当な動作システム、例えば、Ｗ
ＩＮＤＯＷＳ（登録商標）　３．ｘ、ＷＩＮＤＯＷＳ（登録商標）　９５、ＷＩＮＤＯＷ
Ｓ（登録商標）　９８、ＷＩＮＤＯＷＳ（登録商標）　ＣＥ、ＷＩＮＤＯＷＳ（登録商標
）　ＮＴ、ＬＩＮＵＸ及び任意の適当なＰＤＡ又はＰａｌｍコンピュータ動作システムを
用いることができる。
【００３２】
　好ましい実施の形態では、システム２は、一つ以上の色製品の開発に関するデータをユ
ーザが送受信することのできる、総合的で、かつ利用しやすいウェブサイトを提供する。
より詳細には、システム２は、ユーザが色を識別し、選択した色を生成するために適当な
インクを生成するための一つ以上のカラーインクの処方を選択することを可能にする。分
離業者（ｓｅｐａｒａｔｏｒ）、印刷業者、加工業者、顧客、設計者を含む色製品の専門
家は、一つ以上のハードウェア及び／又はソフトウェアユーザインターフェイスを介して
お互いに、及びシステム２自体と相互交流することが好ましい。ユーザインターフェイス
は、テキスト入力エリア、ドロップダウンリスト、ボタン、画面メニュー等の、データを
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追加したり、見たり、編集するためのツールをユーザに提供する表示画面制御部を有して
いる。
【００３３】
　好ましい実施の形態では、ユーザ端末６はデータを色測定装置７、例えば分光比色計か
ら受信する。送信されるデータストリームは最初、各種装置に依存した（固有の）構成を
有している場合がある。例えば、所定の測定装置７から送られるデータ値は、スペクトル
反射率曲線が読み取られる間隔に対応するシーケンスで構成されている。ある特定の色測
定装置７はスペクトル反射率曲線データの読み取り間隔が２０ｎｍで、１６個のパターン
からなるデータシーケンスを生成する場合がある。他の色測定装置７は間隔が１０ｎｍで
、３１個のシーケンスでフォーマットされたデータを生成する場合がある。これらのデー
タは、受信され、共通標準にフォーマットされ、それぞれの機器に依存した品質とは無関
係に処理されることが好ましい。
【００３４】
　上述の例で説明を続けると、ユーザ端末６は、受信データを検証して、データを明瞭な
表現に変換し、データ演算（例えば、カラーデータを平均して補完する等）を実行し、更
にデータを複数のフォーマットで他のハードウェア及びソフトウェアアプリケーションに
送信する。データは直接受信装置に送信されることが好ましい。或いは、フォーマットさ
れたデータをサイト・プロセッサ４に送信し、その後それぞれの受信ハードウェア及びソ
フトウェアアプリケーションに送信する。
【００３５】
　他の実施の形態では、ユーザ端末６は色測定装置７とのインターフェイスとなり、スペ
クトルデータを受け取るが、データ処理機能を実行しない。ユーザ端末６は、スペクトル
データが測定装置７から受信されると直ちにデータをサイト・プロセッサ４に送信する。
サイト・プロセッサ４内ではプログラムされたデータフォーマットルーチンが動作して、
データを更にハードウェア及びソフトウェアアプリケーションに送信する。
【００３６】
　更に他の実施の形態では、色製品の開発時に色測定装置７を使用しない。その代わりに
、ユーザ端末６でシステムにより提供されたソフトウェアにより色のサンプルが生成され
、検索される。例えば、ユーザ端末６を操作する設計者は、色のサンプルを生成する。サ
ンプルはシステム２に送信され、色製品の開発が継続される。この実施の形態では、それ
ぞれの当事者でユーザ端末６以外、色測定装置７は使用されない。
【００３７】
　インクの処方は、目視又は機器による色の確認の後、マスターシェイダ（ｍａｓｔｅｒ
　ｓｈａｄｅｒ）により選択された顔料を手作業で混合して決定しても良い。インクの処
方はまた、コンピュータ色処方プログラム又はコンピュータ処方予測プログラムとして知
られるコンピュータ支援等色（ＣＣＭ）ソフトウェアアプリケーションを用いて決定して
も良い。インクの処方は、例えば同時に１、２、３を取る等の顔料の可能な組合せによる
初期の試用、或いはパレットライブラリから近いが容認できない色を検索して、容認でき
る色を得るように処方を修正してことにより導き出す。
【００３８】
　図３は、本発明の好ましい実施の形態のデータベーステーブルの相互作用を示す図であ
る。テーブルはシステム２により使用され、カラーインクの処方の開発に関するデータを
保存し、操作する。システム２のユーザは好ましくは、データテーブル及びそのデータへ
のアクセスができるようになっている。好ましい実施の形態では、ユーザは、完全なデー
タベーステーブル又はユーザ端末６のデータを受信するのではなく、特定のデータベース
テーブル及び／又はそのデータへのポインタが提供されている。
【００３９】
　図３に示されるように、カラーライブラリテーブル２４は色に関する記録を有している
ことが好ましい。例えば、特定の色に関するスペクトルデータはカラーライブラリテーブ
ル２４に保存されている。カラーライブラリテーブルに保存される他の種類の情報として
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、色を再生成することができるカラーインクの処方がある。スペクトルデータ及びカラー
インクの処方の他に、複数の色の名前がスペクトルデータ及びカラーインクの処方に関連
してカラーライブラリテーブル２４に保存されている。その他の基準テーブル２６は、色
に影響を与える可能性のある要素に関するデータを保存している。例えば、個別の下地に
関するデータがその他の基準テーブル２６に保存されている。その他の基準テーブル２６
はまた、水、溶剤、酸、アルカリ、温度、湿度、摩耗、割れ、曲げ、光及び紫外線等複数
の要素に対する色の耐久性に関するデータも有している。他の選択基準の例では、凍結融
解サイクル及びラミネーション接合強度が含まれる。更に、これらの基準は、色変化のＩ
ＳＯ　１０５／ＡＯ５グレースケール値等のＩＳＯ標準性能指数の形式でも良い。更に、
汚れ、溶剤、耐久性等の等級を数値化したＩＳＯ指数もある。
【００４０】
　カラーフォーマットテーブル３０は、システム２の各種装置で使用される複数の色表現
に関するデータ（例えば、ＲＧＢ、ＣＭＹＫ及びＣＩＥ　ＸＹＺ）を有することが好まし
い。印刷技術テーブル３２は、例えばオフセット印刷及びグラビア印刷等、複数の印刷方
法に関するデータを有する。印刷方法が異なると、特定の色の生成のために適当なカラー
インクの処方に影響のある場合がある。ハードウェア装置テーブル３４は、色製品開発に
関与する複数のハードウェア装置、例えばモニタ、プリンタ、スキャナ等に関するデータ
を有している。
【００４１】
　好ましい実施の形態では、データベーステーブル２６～３４の記録はそれぞれ、カラー
ライブラリテーブル２４の色記録に関連している。例えば、カラーライブラリテーブル２
４には特定のシェード（ｓｈａｄｅ）の青色に対応する複数の記録がある。その他の基準
テーブル２６は、複数の下地を含む。カラーライブラリテーブルは、その他の基準テーブ
ル２６に保存された特定のシェードの青色及び複数の下地に対応する複数のカラーインク
の処方を有していることが好ましい。更に、印刷技術テーブルには、各種の印刷方法、例
えば、オフセット印刷及びグラビア印刷のデータが保存されている。その他の基準テーブ
ル２６はまた、その青色の水、溶剤、酸、アルカリ、温度、湿度、摩耗、割れ、曲げ、光
及び紫外線に対する耐久性に関する記録も有している。複数のテーブルの記録をカラーラ
イブラリテーブルの一つ以上の記録と関連付けることにより、システム２は、色製品の設
計及び開発について選択をするロバストなシステム及び方法を実現する。更に、システム
２はユーザに、複数のカラーインクの処方を選択して一人以上のカラーインク専門家、例
えば、インク製造業者等に送信する複数の選択可能な選択肢も提供する。
【００４２】
　システム２の当事者及びそれぞれの機能について図４を参照して詳細に説明する。
【００４３】
　本発明の原理によると、システム２は、色測定装置及びユーザ端末６を含む複数のソー
スから色製品データを受け取ることが好ましい。上述のように、システム２は、色を生成
するための複数のカラーインクの処方を受け取り、更に、複数の色、下地及びそのその他
の基準から選択して複数のカラーインクの処方を検索して色製品開発専門家に送信する方
法を提供することが好ましい。
【００４４】
　色製品及びサービスに関する要求は、色生成を必要とする各種事業当事者及び非事業当
事者の多くから生じている。例えば消費者製品の製造、広告、宣伝材料、インテリア及び
エクステリアデザインに携わる会社は色関連サービスを必要としている。色製品顧客３６
は、包装製品、例えば食品包装に対する色の要件を指定する。色製品顧客３６は更に、包
装設計パラメータ、色、下地、印刷処理を含む詳細を一人以上の当事者に伝える。システ
ム２は、該当する色製品開発専門家とほぼ同時に通信することを可能にする。
【００４５】
　色製品の開発に寄与する当事者間で多くの通信が生じる。例えば、印刷業者／加工業者
４２はインクを製造するインク製造業者４４と連絡する。処方業者４０は、例えば、カラ
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ーライブラリテーブル２４のデータを参照して、適当な色の重量と特定の色を生成するた
めの顔料の組合せを定義する適当な色の処方を算出する。インク製造業者４４は更に、指
定されたパラメータに見合う資材について、原料供給業者、染色業者、分離業者、製版業
者、円筒彫りぬき彫刻家（ｃｙｌｉｎｄｒｉｃａｌ　ｅｎｇｒａｖｅｒ）等と通信をする
。既に説明した通り、従来の方法では、この情報通信は時間を要し、費用も嵩む。
【００４６】
　本発明によると、ユーザがシステム２とインターフェイスをとる方法について他の実施
の形態が可能である。例えば、設計者３８が目的の色（例えば、ネイビーブルー）を選択
すると、システム２はその色をサポートすることができる利用可能な下地を示す。更に、
設計者が下地を選択すると、システム２は目的の色製品を製造することができる利用可能
な印刷技術を示す。代替の実施の形態では、システム２は色製品設計を開始する段階で設
計者３８に多くの選択肢を与え、設計者３８が複数の選択（例えば、ネイビーブルーの下
地等）を行う。
【００４７】
　他の資材供給に関する仕様書には、色、流動学的性質、製品の耐久性及び残留化学物質
の要件等の詳細が含まれている。完成したインクサンプルは印刷業者／加工業者４２に送
信され、更に承認のために色製品顧客３６、設計者３８及び／又は処方業者４０を含む複
数の当事者に送られる。
【００４８】
　本発明の実施の形態の一例では、サイト・プロセッサ４はある種の守衛として機能し、
当事者間で送信される内容の少なくとも一つを監視する。例えば、設計者３８は、本発明
によるカラーインクの処方を選択しても良く、加工業者４２は、例えば所定の業務上の理
由で、設計者３８により選択されたカラーインクの処方は不適切であると判断しても良い
。加工業者４２は、カラーインクの処方の一つ以上の変数を置換し、彩色版に変換する処
理をしても良い。この例では、設計者３８は、加工業者がカラーインクの処方に修正を加
えたことを知らなくても良く、彩色版の最終的な結果に満足しなくても良い。或いは、加
工業者４２は、加工業者４２の業務上の決定によりカラーインクの処方の或る変数を置換
するというメッセージを設計者３８に送信しても良い。この代替例では、設計者３８が加
工業者４２により作成されたカラーインクの処方方式の変更を再考することにより、製造
の流が中断されることがある。
【００４９】
　本発明の実施の形態の一例では、サイト・プロセッサ４は図４のそれぞれの当事者間の
送信に問題の発生する可能性を認識する。好ましくは、サイト・プロセッサ４は、製造の
前に彩色版又は彩色製品の生成に矛盾が生じる、又は不可能である可能性を当事者に通知
する。例えば、サイト・プロセッサ４は、当事者によりサポートされる資材について詳細
を示すデータベースを保守する。例えば、サイト・プロセッサ４は、加工業者４２がカラ
ーインクにアクセスしない情報を保守することが好ましい。設計者３８が、加工業者４２
がサポートできないカラーインクの処方を送信すると、サイト・プロセッサ４は設計者に
その旨を通知することが好ましい。こうして、本発明の実施の形態の一例によると、サイ
ト・プロセッサ４は、市場の矛盾により製造が開始して中断されることを回避するある種
の守衛として機能する。
【００５０】
　カラーインクの処方のデータベースの保守の一例について図５のフロー図を参照して説
明する。この例では、考えられる一つのイベントのシーケンスを示す。
【００５１】
　図５に示すように、色のサンプルが入力される（ステップＳ１００）。本発明によると
、色のサンプルは様々な方法で入力されても良い。例えば、上述のように、色のサンプル
の可視スペクトルが読みとられ、スペクトルの特定のポイントで吸収又は反射された光量
の測定値に関するデータが生成される。或いは、ユーザ端末６の電子パレットファイルに
アクセスされ、編集されて新しい色が追加される。例えば、ＡＳＣＩＩテキストファイル
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がテキストエディタで開かれ、その新しい色を表すそれぞれのＲＧＢ値を識別する新しい
エントリが生成される。その後、テキストファイルは保存され、アクセスされると電子パ
レットは新たに追加されたＲＧＢ値を用いてそれぞれの色を表示するようになる。
【００５２】
　ステップＳ１０２で、電子色情報、例えば、ＲＧＢ値、ＣＭＲＫ値、スペクトルデータ
等が生成される。その後、電子色情報は名前と関連付けられる（ステップＳ１０４）。例
えば、ティール（濃い青緑）色は、コンピュータ表示部２２上でその色を表示するために
用いるそれぞれのＲＧＢ値を示す数値に関連付けられる。その後、電子色情報と関連付け
られた名前が、例えば、サイト・プロセッサ４上の電子カラーライブラリに保存される（
ステップＳ１０６）。こうしてこの電子色情報は、新たに追加された色、ティール色の視
覚的表現と関連付けられた名前を含む電子的色パレットを表示して検索可能になる。
【００５３】
　カラーインクの処方の項目が入力可能になる前は、追加情報はシステム２に提供される
ことが好ましい。例えば、ステップＳ１０８で、下地が識別され、入力される。色の下地
を選択するため、例えば、下地のリストの項目が入力可能になる。例えば、ドロップダウ
ンリスト等のグラフィックコントロールが、段ボール紙、アルミニウム及び紙を表示し、
ユーザが、例えば、段ボール紙を選択する。好ましい実施の形態では、色を生成するため
に必要なインクの処方に影響を与える可能性のあるその他の基準を示す、同一の、又は別
のグラフィックコントロールを介して追加の基準の項目が入力可能になる。例えば、流動
学的性質、製品の耐久性及び残留化学物質要件を、色を生成するために必要な特定の処方
に影響を与える可能性のあるドロップダウンリストを介して入力可能にしても良い。更に
、複数の印刷技術を、ユーザが特定の印刷技術を識別するために選択するグラフィックコ
ントロールを介して入力可能にしても良い。
【００５４】
　下地又はその他の基準を入力すると、ステップＳ１１０で、選択した下地、又はステッ
プＳ１０８で選択した基準に対応して色を生成することができるカラーインクの処方が、
システム２により入力される。上述のように、インクの処方は、目視又は機器による色の
確認の後、顔料を手作業で混合して決定しても良い。或いは、インクの処方は、ＣＣＭプ
ログラムを用いて決定しても良い。インクの処方は、それぞれの色に関する既知の優れた
処方のパレットから受け取っても良い。処方は開発され、マスターシェイダにより手作業
で入力されても良いし、また、ＣＣＭプログラムを用いてネットワークで別個のノードで
開発されても良い。その後、システム２は、カラーインクの処方をそれぞれの色と関連付
けることが好ましい（ステップＳ１１２）。
【００５５】
　カラーインクの処方が色と関連付けられた後、システム２はユーザに、選択した色と関
連付けられる可能性のある別の下地又は基準を示すことが好ましい（ステップＳ１１４）
。ユーザが別の下地又はその他の基準をその色と関連付けることを希望する場合、処理は
ステップＳ１０８に戻り、別の下地又はその他の基準が提供される。ユーザが別の下地又
はその他の基準とその色とを関連付けることを希望しない場合、処理はステップＳ１１６
に進み終了する。その後、ユーザはシステム２に追加された色を検索することが可能にな
り、更に、特定の下地又はその他の基準を識別して選択にマッチングするカラーインクの
処方を検索することが可能になる。
【００５６】
　図６は、特定のカラーインクの処方を検索し、その色を色の専門家、例えば、カラーイ
ンク製造業者に送信する処理に関するフロー図である。図６に示された例のフロー図は、
カラーインクの処方に関するものであるが、ここに示すステップは顔料の処方の検索にも
同様に適用可能である。
【００５７】
　図６のステップに示されるように、ユーザが色を識別すると識別された色の生成のため
のインクの処方を表示するユーザインターフェイスがシステム２のユーザに示される（Ｓ
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２００）。ステップＳ２０２で、ユーザインターフェイス（ステップＳ２００）の一部と
して、ユーザが利用可能な色の選択を識別する複数の電子的な色見本を表示する電子的色
パレットが提供される。ユーザが製造する色を識別すると、選択がなされ、システム２は
、選択した色にリンクする色情報を検索する（ステップＳ２０４）。その後、システム２
はステップＳ２０４で検索された色情報に関連付けられた電子カラーライブラリに保存さ
れたカラーインクの処方を全て検索する（ステップＳ２０６）。
【００５８】
　選択した色に関連付けられたカラーインクの処方が検索されると、システム２はユーザ
に、選択した色に対応するカラーインクの処方の選択をユーザに示すことが好ましい（ス
テップ２０８）。その後、一つ以上のカラーインクの処方が、好ましくはユーザにより選
択され、選択した色と関連付けられ、更に、例えば、既に識別した特定の下地又はその他
の基準（図５のフロー図を参照）と対応する目的のカラーインクの処方が示される（ステ
ップＳ２１０）。代替の実施の形態では、カラーインクの処方の全てが、色を生成するた
めに適当な処方を決定し、これを用いるインク製造業者等の他の当事者に送信することが
できる。選択がステップＳ２１０でユーザによりなされると、システム１０は、選択され
たカラーインクの処方を、インク製造業者等の専門家に送信することが好ましい（ステッ
プＳ２１２）。
【００５９】
　こうして、図６を参照して説明したステップを用いることにより、ユーザは電子カラー
ライブラリから特定の色を識別し、選択した色を生成するために適当なインクを定義する
ことが可能な複数のカラーインクの処方が提供される。
【００６０】
　図７は、システム２を操作するユーザに、複数のカラーインクの処方を提供するための
カラーライブラリテーブル２４とその他の基準テーブル２６の間の相互作用を示す図であ
る。図７に示す実施の形態はカラーインクの処方に関するものであるが、本発明はこれに
限定されない。既に述べたように、本発明は、顔料の処方の提供にも同様に適用可能であ
る。図７の例の説明を続けると、色、すなわちティール色、を生成するための、それぞれ
が特定の下地又はその他の基準に対応する複数の処方が提供される。図７に示すように、
カラーインクの処方テーブル４８は、複数の下地及び／又はその他の基準テーブル２６の
その他の基準に対応し、カラーライブラリテーブル２４で選択した色と関連付けられた選
択された色を生成するための特定のカラーインクの処方を識別するカラーインクの処方１
、２及び３を示す。
【００６１】
　図８は、図３に示されたテーブル間の相互関係と、本発明のユーザに提供されるサンプ
ルインターフェイスを示す。図８に示された値は単に例示的なものであり、特定の色に適
したインクを生成するための値を示すものではない。
【００６２】
　図８に示すように、色パレット５０はユーザが選択可能な複数の色を表示する。図８に
示す例では、ユーザは特定の色（色Ｉ）を選択した。色Ｉを選択することにより、その色
を生成するためのインクの処方テーブル５２で複数のカラーインクの処方がユーザに示さ
れる。ここに示された値は顔料のパーセンテージ及びその色を生成するために必要とする
顔料の実際の重量を表している。更に、下地、すなわち、段ボール紙、アルミニウム及び
紙ごとに３つの値のセットが示される。図８に示すように、顔料のパーセンテージ値と重
量はそれぞれの下地により異なる。ユーザはグラフィックコントロールを選択、例えばチ
ェックボックス５３を選択することにより、一人以上の当事者に送信する一つ以上のカラ
ーインクの処方を選択することができる。図８に示す例では、ユーザは該当するチェック
ボックス５３をクリックして下地として段ボール紙を選択している。
【００６３】
　更に、色フォーマットテーブル５４はＲＧＢフォーマットで色を生成するためのそれぞ
れのＲＧＢ値を識別する。図８に示すように、グラフィックコントロール、例えば、テキ
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ストボックス５６が、カラーインクの処方を電子的に受信する当業者を識別するために備
えられている。ユーザがインク製造業者の名前を識別し、テキストボックス５６に名前を
入力する。図８に示す例では、インク製造業者はＡＢＣインク製造業者として識別されて
いる。当然のことながら当業者には、情報を選択するためのグラフィックコントロールと
してこの他に、例えば、リストボックス、ドロップダウンリスト等その他のツールが利用
可能であり、それらをカラーインクの処方の受信者を選択するために使用可能であること
は明らかである。複数の当事者が確実に色、この場合色Ｉを生成するためのカラーインク
の処方を受信するように、好ましくは一人以上の受信者がグラフィックコントロール５６
により識別可能で、複数の名前がテキストボックス５６でユーザにより入力可能であるこ
とが好ましい。ユーザがテキストボックス５６の入力に満足した場合、ユーザはグラフィ
ックコントロールを選択、例えば、送信ボタン５８を選択し、例えばチェックボックス５
３で選択済みとして示されたカラーインクの処方を、目的とする受信者に送信する。
【００６４】
　本発明の好ましい実施の形態では、図４に示す当事者用に複数の電子メールアドレスが
保存されており、システム２は保存されたアドレスを用いてカラーインクの処方を送信す
る。例えば、電子メールアドレスの「アドレス帳」を利用して名前と対応する電子メール
アドレスを選択することができる。当然のことながら当業者には、この他の通知技術が利
用可能であることは明らかである。例えば、インターネットウェブサイトを保守して、関
連する当事者、例えば図３に示された当事者がウェブサイトを閲覧し、選択されたカラー
インクの処方を見ることができるようにすることができる。代替の実施の形態では、ユー
ザが送信ボタン５８を選択すると、電子ファクス通知が自動的に生成され、目的の受信者
に送信される。この場合、複数のファクス番号がシステム２に保存されていることが好ま
しい。
【００６５】
　システム２に備えられた追加の機能について他の例をあげて説明する。
【００６６】
　設計者３８は、事務所スペースのコンピュータ支援設計（ＣＡＤ）図面を作成し、標準
色の家具とカーペットを選択する。設計者は目的のペンキの色として家具とマッチングす
る、又は対比する色を電子表示から選択する。電子パレットから利用可能なペンキの色を
選択し、ＣＡＤ図面に追加することができる。設計者３８は、システム２に手動で調整を
行うことにより新しい色を生成することを選択しても良い。
【００６７】
　更に、例えば、図２に示すインターフェイスを用いて複数のインクの調整法が自動的に
設計者３８に提供される。設計者は、設計者が知っている特定の家具に使用される下地に
対応するカラーインクの処方を選択し、選択したカラーインクの処方をカラーインク製造
業者に送信する。
【００６８】
　建築物のインテリア、衣料品、最終消費者製品、グラフィックアートの作品でも、基本
的に同様の動作工程が行われる。製造業者、処方業者、設計者及び印刷業者との間で承認
及び許諾のため送信される製造又は再製造サンプル、及びインクの処方の入れ替えも行わ
れる。
【００６９】
　本発明は、単に見本にスペクトルデータを置換することを超えている。見本は特徴付け
られ、当業者全てがアクセスする電子ライブラリに保存される。物理的検証及び試験を必
要としない比較及び通信の共通ベースが実現される。
【００７０】
　システム２により提供されるサービスは、ユーザが選択肢及び機能を選択するウェブサ
イトとして機能することが好ましい。最初にユーザは、ウェブサイトのネットワークアド
レスに該当するＵＲＬを入力して、サイト・プロセッサ４が提供するウェブサイトにアク
セスする。ウェブサイトにアクセスして、適当なセキュリティデータ（例えば、ユーザ名
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る。ウェブサイトは、ユーザにそれぞれに適当なセキュリティ許可を行う表示画面を表示
することが好ましい。例えば、設計者と色製品顧客はカラーライブラリ及び設計表示ソフ
トウェアにアクセスし、印刷業者は処方データにアクセスするようにしても良い。
【００７１】
　本発明は、単純なブラウザインターフェイスを用いて生産チェーンの関係者が色製品デ
ータ及びカラーインクの処方について相互に通信することを可能とする総合的なネットワ
ークを基盤とする機能を有利に提供する。複数のユーザが同一の通信を直接及びほぼ同時
に受信する。更に、通信ネットワーク８とサイト・プロセッサ４の性能のみに限定される
、実質的に無制限の数のユーザが、様々な色に関連する課題にログインして、参加し、モ
ニタし、又は解決することができる。
【００７２】
　システムのユーザはそれぞれが独立して独自の要求を入力することができ、これにより
、システム提供者による介入を必要とせずに、自動的にデータ通信が開始するようになっ
ている。したがって、本発明は製造業者、設計者、印刷業者に最大の効率で高利益と高い
顧客満足、及び高い投資回収率を実現する。
【００７３】
　本発明について個別の実施の形態を参照して説明したが、当業者はこの他にも多くの修
正や変形態様、及び用途が明らかである。したがって、本発明はここに開示された内容に
限定されることはない。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
　本発明を例示する目的で、好ましい実施の形態を説明する図面を示す。しかしながら、
本発明はここに示される正確な構成及び手段に限定されることはないことが理解される。
本発明の特徴及び利点は添付の図面を参照した以下の本発明の説明により明らかになる。
【図１】本発明の原理に従って構成されるカラーインク普及システムのハードウェア構成
の一例を示す図である。
【図２】サイト・プロセッサ及びユーザ端末の機能的構成要素を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態で使用されるデータベーステーブル間の関係を示す図である
。
【図４】関連する当事者間の関係を示す図である。
【図５】カラーライブラリのカラーインクの処方に関連する処理の制御を説明するフロー
図である。
【図６】一つ以上のカラーインクの処方を選択し、選択したカラーインクの処方を専門家
に送信する処理の制御を説明するフロー図である。
【図７】複数のカラーインクの処方を生成するためのカラーライブラリテーブルと、他の
基準テーブル２６との相互作用を示す図である。
【図８】例えば表示用に、カラーライブラリテーブルの色サンプル、インク生成用の色の
顔料、及びＲＧＢフォーマットの数値表現の相互関係を、示す図である。
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